
事業所運営に係る確認・誓約書

○　以下の点を確認し、満たしている項目に全てチェックすること。

	
	確認事項

	☐
	契約書、重要事項説明書などの利用者等との間のサービス提供に係る契約の締結にあたって必要となる書類を適切に整備しています。

	☐
	サービス提供記録、個別支援計画などの利用者等へのサービス提供にあたって必要となる書類を適切に整備しています。

	☐
	職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針を明確化し、従業者に周知・啓発する等の必要な措置を適切に講じています。

	☐
	感染症発生時の業務継続計画及び自然災害発生時の業務継続計画を適切に策定しています。

	☐
	感染症（及び食中毒）の予防及びまん延の防止のための指針を適切に整備しています。

	☐
	【就労定着支援、自立生活援助、一般相談支援を除く。】
身体拘束等の適正化のための指針を適切に整備しています。

	☐
	運営規程の概要、従業者の勤務体制、事故発生時の対応、苦情処理の体制などの事項について、事業所の見やすい場所に掲示し、又はこれらの事項を記載した書面を自由に閲覧できる形で事業所に備え付けています。

	☐
	【障害児通所支援事業のみ】
事業所における安全計画を適切に策定しています。

	☐
	事業所運営にあたり、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号）や児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）などの関連する法令や和歌山県条例、国通知等の内容を確認し、これらの法令等で定められている各種事項について遵守しています。


※　各種書類は、指定権者からの求めがあった場合は、速やかに提出すること。

	上記の確認事項の内容に間違いがないことを誓約します。
令和〇年〇月〇日
　法人名　〇〇〇〇
　代表者　職名：〇〇〇〇〇　　　　　　　氏名：〇〇　〇〇





